
第 10号議案 
 
 
   愛南町保健福祉センター条例の一部改正について 
 
 
 上記の議案を提出する。 
 
 
   愛南町保健福祉センター条例の一部を改正する条例 

愛南町保健福祉センター条例(平成21年愛南町条例第５号)の一部を次のように改正す

る。 

 第３条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

 (８) 愛南町児童発達支援センターの運営に関すること。 

 第４条第１項中「、午後１時30分」を「、月曜日、水曜日及び金曜日の午後１時30分」

に、「午後６時」を「午後４時」に改める。 

 第５条に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定にかかわらず、町長は、同項第１号に規定する休館日において第３条

第８号に規定する業務を行うことができる。 

 第15条第３項中「、第６条第３項」を「、第５条第３項並びに第６条第３項」に改め

る。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 
  令和８年３月６日提出 
 
 

愛南町長 中村 維伯 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案理由 
 城辺保健福祉センター浴室の開設日時を現状に合わせ改めるほか、児童 
発達支援センター事業の実施に伴い業務内容を追加する必要があるため。 
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   愛南町保健福祉センター条例 新旧対照表 

現     行 改  正  案 

第１条、第２条 略 第１条、第２条 略 

(業務) (業務) 

第３条 保健福祉センター(以下「センター」

という。)は、次に掲げる業務を行う。 

第３条 保健福祉センター(以下「センター」

という。)は、次に掲げる業務を行う。 

(１)～(７) 略 (１)～(７) 略 

(新設) (８) 愛南町児童発達支援センターの運営

に関すること。 

(８) 略 (９) 略 

 (利用時間)  (利用時間) 

第４条 センターの利用時間は、午前８時30分

から午後５時までとする。ただし、浴室の利

用時間は、             午後

１時30分から午後６時までとする。 

第４条 センターの利用時間は、午前８時30分

から午後５時までとする。ただし、浴室の利

用時間は、月曜日、水曜日及び金曜日の午後

１時30分から午後４時までとする。 

２ 略 ２ 略 

(休館日) (休館日) 

第５条 センターの休館日は、次のとおりと

する。 

第５条 センターの休館日は、次のとおりと

する。 

(１)～(３) 略 (１) 土曜日及び日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律(昭和23年

法律第178号)に規定する休日 

(２) 国民の祝日に関する法律(昭和23年

法律第178号)に規定する休日 

(３) １月２日及び同月３日並びに12月29

日から同月31日まで 

(３) １月２日及び同月３日並びに12月29

日から同月31日まで 

２ 略 ２ 略 

(新設) ３ 第１項の規定にかかわらず、町長は、同

項第１号に規定する休館日において第３条

第８号に規定する業務を行うことができ

る。 

第６条～第14条 略 第６条～第14条 略 

 (指定管理者による管理)  (指定管理者による管理) 

第15条 第１項略 第15条 第１項略 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項の規定によりセンターの管理を指定

管理者に行わせる場合は、       

  第６条第３項及び第４項中「町長」とあ

るのは「指定管理者」と、第７条中「使用料」

とあるのは「利用料金」と、第８条、第９条、

３ 第１項の規定によりセンターの管理を指定

管理者に行わせる場合は、第５条第３項並び

に第６条第３項及び第４項中「町長」とある

のは「指定管理者」と、第７条中「使用料」

とあるのは「利用料金」と、第８条、第９条、
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第10条第１項及び第11条第１項中「町長」と

あるのは「指定管理者」と、同条第２項中「町」

とあるのは「町及び指定管理者」と、第12条

中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み

替えるものとする。 

第10条第１項及び第11条第１項中「町長」と

あるのは「指定管理者」と、同条第２項中「町」

とあるのは「町及び指定管理者」と、第12条

中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み

替えるものとする。 

以下 略 以下 略 

 

 
 


